
【提出書類】

申請区分

　 □通学路　　　□避難路　　　□避難地
ブロック塀等
が面する道路

□

危険ブロック塀等除却費補助金　申請書類チェックリスト
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 　□ 建物の所有者　　□土地の所有者　　□ 相続人　　 □委任された受託者

連絡先

□

□ □

□

 　□ 市区町村民税課税世帯　　　　　□市区町村民税非課税世帯
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担当課

チェック欄

・全景
・危険な状態が分かるもの
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□

□ □

□

提出者

□ □

□

□

□

　交付申請書（様式第3号）

　交付申請者の印鑑登録証明書

　納税証明書

　工事計画書（様式第4号）

　現況写真

・6月15日以前は前年の証明を添付
・6月15日以降は当該年度の証明を添付

　工事見積書

　実測平面図・立面図

　登記事項証明書（家屋又は土地）

　施工業者の解体等の許可証
　（写し）

　委任状

同意書（様式第1号）
　相続人及び物権者（賃貸借を含む）がいる場合、
　権利者全員からの同意が必要

確認項目

・工事の内容が分かる内訳書を添付
・会社印を押印のこと

　ブロック塀の全体と、解体する部分が分かる図面

　登記がない場合は、固定資産税の課税明細書等を
　添付

・申請者の実印を押印のこと
・所在地は、登記または固定資産税課税台帳等の地番

　実印登録を確認します。

　市の税務課、又は各支所で発行
　市税を滞納していないことの証明

　施工業者の会社印を押印

　通学路であることの証明
　（様式第5号）

　非課税世帯であることの証明

・建設業法…土木工事業、建築工事業、解体工事業
・建設リサイクル法…解体業の登録

　補助金申請業務等を委任される場合等に添付
　所有者や相続人が他の人に委任する場合に必要

・ブロック塀が面する道路が通学路である証明
・小学校又は中学校に確認

相続人全員がわかる書類

同意者の印鑑登録証明書

誓約書（様式第2号）

　戸籍の全部事項証明書、及び簡易な相関図

　同意者全員のもの

　相続人の同意が困難な場合に、同意に代えて提出
（申請者の実印を押印）


